
図表　介護保険・主な指標の推移

 2000年4月末      最新統計 　　　  

総給付費 約3.6兆円(11カ月分) 約10.8兆円（19年度予算案）

65歳以上・月額保険料 全国平均 2,911円 5,869円（18～20年度）

65歳以上被保険者数 2,165万人 3,492万人（18年4月末）

要介護の認定者数 218万人 644万人（18年4月末）

サービス利用者数 149万人 540万人（18年4月末）

厚生労働省の介護保険事業状況報告等から引用・作成

の
4
月
で
介
護
保
険
制
度
は“
満
20
歳
”

を
迎
え
る
。歩
み
を
振
り
返
り
、先
行
き

を
考
え
る
節
目
で
あ
る
。

 

保
険
料
負
担
に

 

耐
え
ら
れ
る
か

　

介
護
保
険
法
は
1
9
9
7
年
12
月
に
成
立

し
、準
備
期
間
を
置
き
2
0
0
0
年
度
か
ら

施
行
さ
れ
た
。公
費
頼
み
で
サ
ー
ビ
ス
は
絶

対
的
不
足
の「
措
置
制
度
」か
ら
5
番
目
の
社

会
保
険
創
設
は
画
期
的
な
転
換
だ
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
20
年
、各
種
の
指
標
は
順
調
な

成
長
を
示
す
。給
付
費
は
3
倍
、65
歳
以
上
の

第
1
号
被
保
険
者
の
月
額
保
険
料
は
2
倍
、

要
支
援
・
要
介
護
の
認
定
者
は
3
倍
、利
用
者

は
3
・
6
倍
に
上
る（
図
表
参
照
）。

　

こ
の
先
、65
歳
以
上
人
口
は
40
年
度
に
ほ

ぼ
ピ
ー
ク
の
3
9
2
1
万
人
、
給
付
費
は

25
・
8
兆
円
に
膨
ら
む
と
推
計
さ
れ
る
。し
か

も
、親
族
の
助
け
を
得
に
く
い
独
り
暮
ら
し

や
夫
婦
の
み
世
帯
が
増
え
続
け
る
。

　

給
付
費
は
、公
費
と
保
険
料
で
折
半
す
る
。

保
険
料
は
65
歳
以
上
の
第
1
号
と
40
〜
64
歳

の
第
2
号
が
人
数
割
で
賄
う
。第
1
号
は
施

行
時
の
約
2
1
6
5
万
人
か
ら
3
4
9
2
万

人（
18
年
4
月
末
）
へ
急
増
、
第
2
号
は
約

4
3
0
8
万
人（
00
年
度
月
平
均
）
か
ら

4
2
0
0
万
人（
16
年
度
同
）に
逓
減
し
た
。

そ
れ
だ
け
第
1
号
の
割
り
勘
払
い
に
頼
る
。

　

第
1
号
保
険
料
は
25
年
度
で
早
く
も

8
1
6
5
円
と
試
算
さ
れ
る
が
、国
民
年
金

は
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
抑
制
で
、

将
来
的
に
実
質
3
割
減
と
予
測
さ
れ
る
。老

後
を
主
に
国
民
年
金
で
暮
ら
す
非
正
規
労
働

者
、零
細
自
営
業
者
ら
が
負
担
増
に
耐
え
ら

れ
る
か
ど
う
か
。

こ
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「地域保険」の
枠を超えて

介護保険の 20年

　



　

介
護
保
険
は
、国
民
年
金
の
普
及
に
伴
う

引
退
生
活
者
の
支
払
い
能
力
の
向
上
を
ひ
と

つ
の
条
件
に
成
立
し
た
。そ
の
逆
の
事
態
が

待
ち
受
け
る
。

 
現
金
給
付
の
是
非
論
も

 
再
燃
か

　

保
険
料
に
つ
い
て
は
40
歳
か
ら
20
歳
納
付

へ
の
拡
大
案
が
何
度
も
議
論
さ
れ
た
が
、社

会
保
険
で
は
給
付
の
見
返
り
の
な
い
負
担
を

課
す
の
は
至
難
の
業
だ
。

　

と
り
わ
け「
障
害
者
総
合
支
援
法
」が
13
年

度
に
施
行
さ
れ
、介
護
・
介
助
に
加
え
就
労
支

援
や
社
会
参
加
の
枠
組
み
が
で
き
た
。つ
ま

り
介
護
保
険
と
の
す
み
分
け
が
明
確
に
さ
れ
、

20
歳
納
付
へ
の
切
り
替
え
は
さ
ら
に
難
し
く

な
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、給
付
を
抑
え
込
む
圧
力
は
さ

ら
に
強
ま
る
。現
物（
サ
ー
ビ
ス
）給
付
の
仕

組
み
に
現
金
給
付
の
選
択
肢
を
加
え
る
提
案

も
、そ
の
一
環
で
あ
ろ
う
。当
初
は
保
険
制
度

と
各
種
サ
ー
ビ
ス
を
二
人
三
脚
で
普
及
さ
せ

る
た
め
に
も
、現
金
給
付
は
避
け
る
必
要
が

あ
っ
た
。在
宅
、施
設
の
両
面
で
種
類
も
量
も

か
な
り
整
っ
た
現
状
か
ら
、家
族
で
親
や
配

偶
者
の
世
話
を
す
る
代
わ
り
に「
現
金
を
」（
現

金
給
付
）と
い
う
声
を
軽
視
は
で
き
な
い
。

　

ド
イ
ツ
介
護
保
険
は
、給
付
費
抑
制
の
狙

い
を
込
め
、発
足
時
か
ら
現
金
給
付
を
設
け
た
。

た
だ
し
、サ
ー
ビ
ス
給
付
相
当
額
の
45
％
程

度
の
金
額
、家
族
介
護
者
を「
労
働
者
」と
位

置
づ
け
、週
14
時
間
以
上
の
介
護
、ほ
か
の
仕

事
で
週
30
時
間
以
上
は
働
け
な
い
、各
種
社

会
保
険
に
加
入
可
能
等
の
条
件
付
き
で
あ
る
。

現
金
給
付
を
選
ぶ
割
合
は
給
付
費
の
半
分
程

度
で
、外
国
人
労
働
者
を
家
政
婦
と
し
て
雇

う
た
め
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

　

日
本
で
導
入
し
た
際
、そ
の
条
件
に
も
よ

る
が
、給
付
費
を
抑
え
る
効
果
が
あ
る
の
か
、

女
性
を
介
護
に
縛
り
付
け
る
の
か
、賭
け
事

や
飲
酒
に
使
わ
れ
る
だ
け
、な
ど
の
批
判
が

再
燃
す
る
に
違
い
な
い
。

 

小
、中
学
校
の
校
区
を

 
原
点
に

　

介
護
保
険
の
保
険
者
は
住
民
に
最
も
身
近

な
市
町
村
に
統
一
さ
れ
た
。独
自
の
給
付
引

き
上
げ（
上
乗
せ
）、制
度
外
の
サ
ー
ビ
ス（
横

出
し
）を
認
め
、そ
の
費
用
を
含
め
市
町
村
は

第
1
号
の
保
険
料
を
自
主
的
に
決
め
ら
れ
る
。

「
地
方
分
権
の
試
金
石
」と
呼
ば
れ
た
。

　

制
度
創
設
に
先
立
ち
介
護
基
盤
の
整
備
に

取
り
組
ん
だ
1
9
9
0
年
度
か
ら
の「
ゴ
ー

ル
ド
プ
ラ
ン
」、95
年
度
か
ら
の「
新
ゴ
ー
ル

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
・
大
学
院
の

教
授
を
経
て
、一
般
財
団
法
人
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
振
興
会
理
事

長
。財
務
省「
財
政
制
度
等
審
議
会
」委
員
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ「
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・

ジ
ャ
パ
ン
」副
会
長
も
務
め
る
。

ド
プ
ラ
ン
」は
、各
種
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
小
、

中
学
校
の
校
区
を
基
本
に
配
置
し
た
。

　

2
0
1
2
年
度
に
導
入
さ
れ
た「
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」は
、そ
の
総
合
化
の
試
み

だ
。や
は
り
概
ね
人
口
1
万
人
、中
学
校
区
を

想
定
し
、次
の
よ
う
な
目
標
を
定
め
た
。①
24

時
間
対
応
の
在
宅
医
療
と
の
連
携
強
化
②
定

期
巡
回
随
時
対
応
型
介
護
看
護
な
ど
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
拡
充
③
予
防
の
推
進
④
見
守
り
・
配
食
・

買
い
物
な
ど
多
様
な
生
活
支
援
と
財
産
管
理

な
ど
の
権
利
擁
護
⑤
高
齢
者
の
住
ま
い
の
整

備
―
―
。

　

介
護
保
険
の
枠
組
み
を
超
え
、生
活
困
窮

者
や
障
害
者
ら
も
視
野
に「
地
域
共
生
社
会
」

を
目
指
す
大
作
業
で
あ
る
。

　

介
護
保
険
は
制
度
論
議
の
段
階
か
ら
、各

地
で
市
民
運
動
が
活
発
に
な
り
、「
介
護
の
社

会
化
」を
求
め
法
律
制
定
を
強
力
に
後
押
し

し
た
。あ
の
熱
気
を
取
り
戻
す
の
は
難
し
い
が
、

「
我
が
町
」と
実
感
で
き
る
小
、中
学
校
区
に

立
ち
戻
り
、行
政
も
住
民
も
や
り
直
す
ほ
か

な
い
の
だ
ろ
う
。
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